




契約期間、 契約の変更および解約について

●契約期間は需給契約が成立した日から、 需給開始日以降1年目の日までといたします。

●組合員が同一の需要場所において電気の購入先を当生協から他の小売電気事業者に変更される場合には、 新たな小売電気事業者に対し契

約のお申込みをしていただきます（当生協への解約のお申し出は不要です）。契約の変更や解約を希望される場合は、組合員コ ールセンター

へお申し付けください。転宅等により解約される場合は、 解約を希望される日の15日前までに当生協へお申し出いただく必要があります。

●契約期間満了に先だって需給契約の解約または変更がない場合は、 別段の定めがある場合を除き、 契約期間満了後も1年ごとに同一条件で

自動更新いたします。 更新後の契約期間等は、 書面、 インタ ーネット上での開示またはその他当生協が適当と判断する方法によりお知ら

せいたします。

•ク ー リング ・ オフにより契約を解除された場合や 、 当生協から契約を解除した場合等で、 組合員が無契約状態となったときには、 電気の

供給が停止いたしますので、 他の小売電気事業者へお申込みいただく、 または送配電事業者等による最終保障供給をお申込みいただく必

要がございます。

●組合員が、 当生協に通知をされないで需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合や 、 組合員の責めとなる理由に

より保安上の危険を生じた場合等には、 当生協は需給契約を解約することがあります。

その他

●託送供給等約款等の定めに従い、 供給電気方式および供給電圧は、 交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとし、 周波数は、 60ヘルツといたします。

●組合員が新たに電気を使用される場合等で、 新たに配電設備や供給設備を施設するときや、 新たな電気の使用等に伴わないで組合員の希

望によって供給設備を変更する場合は、 当生協は託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金と

して組合員から申し受けます。

●送配電事業者等の指示や災害の発生等により電気の供給を中止または制限する場合があります。これら、 当生協および大阪ガスの責めに

よらすに電気の供給を中止または制限する場合 、 当生協および大阪ガスは損害賠償責任を負わないものといたします。

•こ自宅で人工呼吸器等の医療機器をご使用されている場合等で停電等により損害を受けるおそれがある場合は、 代替電源のご準備等必要

な措置を組合員にて講じていただきますようお願いいたします。

●当生協、 大阪ガスまたは送配電事業者等が必要と判断した場合には、 組合員の承諾を得て、 係員を組合員の使用場所に立ち入らせていた

だきます。この場合、 正当な事由がない限り、 立ち入ることを承諾していただきます。また、 電気供給に必要な設備の施設や電力品質維

持に関して必要な協力、 その他託送供給等約款等における組合員が遵守すべき事項について承諾していただきます。

●現在こ契約中の小売電気事業者との契約を解約することで、 解約金の発生やポイントの失効等、 組合員の不利益となる事項が発生する可

能性があります。また、 分散型発電システム等の系統連系申請中に小売電気事業者を変更した場合、 系統連系の再申請が必要となる可能

性があります。

【お問い合わせ先】

〇事業者名：生活協同組合コープしが 組合員コールセンター

0電話番号：0 l 20-372-502 

〇受付時間

•月～金曜 9: 00~18: 00 

•土曜・日曜 休業

［小売電気事業者】

〇事業者名：大阪ガス株式会社（小売電気事業者登録番号A0048)

〇住 所：大阪市中央区平野町4丁目1番2号

0雷話番号：0 l 20-000-555 

〇受付時間
・ 全日 9: 00~19: 00 


